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秋田県

秋田県では、精神障害者が住み慣れた地域で安心して暮らすことがで
きるように、各圏域毎に支援者による地域移行に向けた検討を行ってい
ます。

精神障害者の地域支援

平成30年度 第１回 精神障害者にも対応した地域包括ケアシステム構築担当者等会議
「事前課題」シート
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秋田県

秋田県

取組内容
＜地域移行＞
【県全体】
・障がい者総合支援協議会において県全体のシステム作りを検討。
・県全体の精神科救急医療体制整備のための調整委員会を開催。
【圏域毎（５）】
・地域移行に向けた体制整備のための検討会、研修会等の開催。
・地域における精神科救急医療体制整備のための調整会議を開催。
＜人材育成＞
・研修会の開催

基本情報

１ 県又は政令市の基礎情報

県南
精神科救急医療圏

能代・北秋田
精神科救急医療圏

由利本荘・にかほ
精神科救急医療圏

大館・鹿角
精神科救急医療圏

秋田周辺
精神科救急医療圏

障害保健福祉圏域数（H30年4月時点） 8 か所

市町村数（H30年4月時点） 25 市町村

人口（H30年4月時点） 985,021 人

精神科病院の数（H30年4月時点） 25 病院

精神科病床数（H30年4月時点） 3,973 床

入院精神障害者数 合計 3,391 人

（H２９年６月時点）
３か月未満（％：構成割合）

620 人

18.3 ％

３か月以上１年未満 726 人

（％：構成割合） 21.4 ％

１年以上（％：構成割合）
2,045 人

60.3 ％

うち６５歳未満 748 人

うち６５歳以上 1,297 人

退院率（H２８年６月時点）

入院後３か月時点 51.1 ％

入院後６か月時点 78.1 ％

入院後１年時点 86.3 ％

相談支援事業所数 基幹相談支援センター数 8 か所

（H30年1月時点） 一般相談支援事業所数 41 か所

特定相談支援事業所数 91 か所

保健所数（H30年4月時点） 9（県8、秋田市1） か所

（自立支援）協議会の開催頻度（H29年
度）

（自立支援）協議会
2 回／年

精神障害にも対応した地域包括ケアシ
ステムの構築に向けた保健・医療・福
祉関係者による協議の場の設置状況
（H30年2月時点）

都道府県 有・無 5 か所

障害保健福祉圏
域

有・無 5 ／ 8 か所／障害圏域
数

市町村 有・無 10 ／ 25 か所／市町村数

３ヶ月未満入院
者数

３か月以上１年
未満入院者数

１年以上入院者
数

政策効果による
地域移行数（目標

値）
合計

平成27年６月末 755 人 589 人 2,226 人 人 3,570 人

平成28年６月末 771 人 575 人 2,144 人 人 3,490 人

平成29年６月末 620 人 726 人 2,045 人 人 3,391 人

平成32年度末 人 人 人 390 人 人

平成36年度末 人 人 人 842 人 人
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2 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に向けた取組概要（全体）

秋田県

【多職種の連携強化】
１ 障がい者総合支援協議会等の開催

・相談支援体制、地域福祉の整備、就労支援、地域生活への移行等、地域支援体制に関する検討をする。
・相談支援従事者への研修会を開催し、スキル向上等を図る。

２ 精神障害者地域生活支援広域調整会議等事業
・精神科救急医療圏域（5圏域）毎に、保健所が中心となり、精神障害者地域移行・地域定着推進協議

会を開催する。
・協議会では、地域の支援体制の現状把握と地域移行推進に向けた課題と対応を検討、研修会の開催等

関係者間の共通認識を深める。

【医療体制の整備】
３ 精神科救急医療体制連絡調整委員会等の開催

・休日、夜間等、緊急に精神科医療あるいは身体合併を有する場合においても、適切な医療が受けられ
る体制を整備することで、住み慣れた地域で安心して暮らすことができる体制を整備する。

・（県全体）精神科救急医療体制連絡調整委員会の開催
・（圏域毎）精神科救急医療体制地域連絡調整会議の開催

【家族等への支援】（委託）
４ 家族相談員養成紹介事業及び家族学習会の開催

・安心して地域生活を送ることができるよう精神障害者の生活を見守り、相談相手となりながら、必要
な援助につなげるための家族相談員の養成を行う。

・家族が正しい知識や情報を習得するための研修会や家族間による情報交換ができる交流場を提供する。
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３ 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に向けた取組の経緯

年度 事業名 事業内容

H16
H17

精神障害者退院促進支援事業
（モデル事業）

１圏域で実施（委託）

H19 精神障害者退院促進支援事業 １圏域で実施（委託）
・自立支援員配置 ・自立促進支援協議会開催（5回）
・個別計画検討会（8回）

H20
H21

精神障害者地域移行支援特別対策事業 全圏域で実施（委託）
・地域体制整備コーディネーターを各保健所に配置
・地域移行推進員配置 ・自立促進支援協議会開催（5回）

H22
～H24

精神障害者地域移行・地域定着支援事業 全圏域で実施（委託）
・地域体制整備コーディネーターを各保健所に配置
・地域移行推進員配置 ・自立促進支援協議会開催

H24
H25

精神障害者訪問支援事業
（モデル事業）

・評価検討委員会の開催（県が設置）
・訪問支援（委託） ・研修会の開催

H25
H26

精神障害者地域移行・地域定着支援事業 全圏域で実施（委託）
・地域移行支援に係る体制整備 ・精神障害者地域移行
・地域定着推進協議会開催 ・研修会の開催

H27～ 地域生活支援広域調整会議等事業 全圏域で実施（保健所主催）
・精神障害者地域移行・地域定着推進協議会の開催

・平成16年に国が策定した「精神保健医療福祉の改革ビジョン」において、精神障がい者の“入院医療
中心から地域生活へ”の移行が国の基本的施策とされました。これを受けて、秋田県では次の取組を
行ってきました。
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秋田県

４ 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に向けた取組における強みと課題

課題 課題解決に向けた取組方針 課題・方針に対する視点別の認識（取組）

○入院中の精神障害者の地域生
活への移行

・県、市町村、医療機関が実施主体となり、
入院後6ヶ月時点の退院率の引き上げを図
る。

・退院後3ヶ月時点の再入院率を引き下げを
図る。

行政側
地域移行を促す基盤整備と連携体制の構築を
進める。

医療側
退院後も適切な医療が受けられるよう、関係機
関と連携して支援する。

事業者側
退院後の生活を支援するため、入院中から関
係機関と連携する。

関係機関・住民等
早期の気づきと相談を行い、早期治療につなげ
る。退院後は関係機関と連携して支援する。

【特徴（強み）】
１．医療計画における多様な精神疾患に対応できる医療体制整備に向けた協議を行う場として、全ての精神医療圏において精

神疾患に関する圏域連携会議を設置
２．地域移行に積極的に取り組んでいる医療機関、団体等との協働
３．地域支援者等を対象とした各種研修会による人材育成

※指標設定が困難な場合は、代替指標や定性的な文言でも構いません。

課題解決の達成度を測る指標 指標の設定理由 現状値 目標値

①入院後6ヶ月時点の退院率 国が示した「疾病・事業及び在宅医療に係る
医療体制構築に係る指針」の数値による

７９．０％
（H26）

８４．０％
（H32年度末）

②退院後3ヶ月時点の再入院率 全国（H26/20％）に比べ再入院率が高いた
め、全国値を目標値とする。

２８．０％
（H26）

２０．０％
（H37年度末）
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５
精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に向けた
平成３０年度の取組スケジュール

１．研修会を通じ、支援者の資質向上を図り、各圏域の支援体制の充実・強化を目指す
２．圏域毎の地域移行・地域定着推進会議を通じ、ネットワークの強化、地域支援体制の整備を図る。
３．地域包括ケアシステムの構築に向けた取組の検討

平成３０年度の到達目標

時期（月） 実施する項目 実施する内容 該当する
目標番号

H30年
7月～10月

H30年11月
～
H3１年1月

研修会の開催
（支援者向け）

各圏域毎の精神
障害者地域移
行・地域定着推
進協議会

・精神障害（発達障害者）に関する地域支援者研修
・相談支援従事者等への各種研修

・医療・保健・福祉関係者による意見交換・情報共有
・事例検討
・地域移行推進に向けた研修会 等

１
１

２・３
２・３
２・３
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６ 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に向けた指標の推移と目標値

N
O 指 標

平成
２７年度

平成
２８年度

平成
２９年度

平成
３２年度

平成
３７年度

①
１年以上の精神科病院在院患者数（人）
（各年６月３０日現在）

2,226 2,144 2,045 1,735 1,204

② 各年度 地域移行支援利用者数（実人数）（人） － 4 － －

③ ②のうち、退院した者の数（実人数）（人） － 0 － －

④ ピアサポーターの養成者数（実人数）（人） － 0 － －

⑤ ④のうち、活動している者の数（実人数）（人） － 0 － －

⑥ 地域移行を促す基盤整備

352
479

⑦ 治療抵抗性統合失調症治療薬の普及 276

⑧ 認知症施策の推進 38 87

【記入上の留意点】
③について ※利用年度の翌年度以降に退院した者については、利用年度に計上して下さい。

※退院後に再入院となった者については、退院した者（1人）として計上して下さい。
⑤について ※養成年度以降に、実際の活動を開始した者については、養成年度へ計上して下さい。
⑥⑦⑧について ※障害福祉計画上に明記した地域移行者数（地域移行に伴う基盤整備量（利用者数））を踏まえ、記載して下さい。

※⑥・⑦・⑧のそれぞれの値を分けて記載できない場合は、⑥＋⑦＋⑧の合計値を記載して下さい。

目標値


	スライド番号 1
	スライド番号 2
	スライド番号 3
	スライド番号 4
	スライド番号 5
	スライド番号 6
	スライド番号 7

